
 

○小牧市遺児手当支給条例  

昭和５２年３月３１日 

条例第１６号 

改正 昭和５５年３月２８日条例第２８号 

昭和５７年１０月５日条例第４１号 

昭和５９年３月３０日条例第１０号 

昭和６０年７月３０日条例第２８号 

昭和６２年３月３０日条例第１７号 

平成１０年１０月２日条例第２２号 

平成１１年３月２６日条例第５号 

平成１７年３月３０日条例第１１号 

平成１９年３月２８日条例第８号 

平成２１年３月２７日条例第７号 

平成２４年３月２８日条例第１２号 

平成２８年３月２５日条例第１９号 

平成２９年３月２８日条例第２２号 

（目的） 

第１条 この条例は、父又は母のいない児童を養育している保護者に遺児

手当（以下「手当」という。）を支給することにより、これら児童の健

全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において「児童」とは、１８歳以下（１８歳に達した日

の属する年度の末日までとし、同日以後引き続いて中学校（義務教育学

校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）又は特

別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。）の

者をいう。 

２ この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が児童を懐胎し

た当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事



 

情にあつた者を含むものとする。 

（支給要件） 

第３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童の父若しくは母がそ

の児童を監護するとき、又は父母がないか、若しくは父母が監護をしな

い場合において、当該児童の父母以外の者がその児童を養育する（その

児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。

以下同じ。）ときは、その父若しくは母又はその養育する者（以下「養

育者」という。）に対して手当を支給する。ただし、その父若しくは母

又はその養育者の前年の所得（１月から７月までの月分の手当について

は、前々年の所得とする。）が、児童扶養手当法施行令の一部を改正す

る政令（昭和６０年政令第２３６号）による改正前の児童扶養手当法施

行令（昭和３６年政令第４０５号）第２条の２第１項に規定する額以上

であるときは、支給しない。 

(1) 父母が婚姻を解消した児童 

(2) 父又は母が死亡した児童 

(3) 父又は母が規則に定める程度の障害の状態にある児童 

(4) 父又は母が引き続き１年以上行方不明である児童 

(5) 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童 

(6) 父又は母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童 

(8) その他前各号に準ずる状態にある者で市長が認めるもの 

２ 前項ただし書に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で

定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該児童については、支給しない。 

(1) 本市に住所を有しないとき。 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定する里

親に委託されているとき。 

(3) 父又は母の配偶者（規則に定める程度の障害の状態にある者を除



 

く。）に養育されているとき。 

４ 第１項の規定にかかわらず、手当は、父又は母に対する手当にあつて

は当該父又は母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、本市

に住所を有しないときは、支給しない。 

（認定） 

第４条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）が

手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、市長の認

定を受けなければならない。 

（手当額） 

第５条 手当の額は、次の各号に掲げる児童１人につき、当該各号に定め

る額とする。 

(1) 中学校入学前の児童 月額２，０００円 

(2) 中学校又は特別支援学校の中学部に在学中の児童 月額３，０００

円 

(3) 前２号以外の児童 月額４，０００円 

（支給期間及び支払期月） 

第６条 手当は、受給資格者が第４条の規定による認定の申請をした日の

属する月の翌月から受給資格を失つた日の属する月まで支給する。 

２ 手当は、毎年４月、８月及び１２月の３期に、それぞれの前月までの

分を支給する。ただし、前支払期月に支給すべきであつた手当又は支給

すべき事由が消滅するまでの期間の手当については、支払期月でない月

であつてもこれを支給するものとする。 

（施設又は学校への入所者又は就学者に対する特例） 

第７条 児童が次に掲げる施設又は学校に入所又は就学のため市外に居住

している場合は、第３条第３項第１号の規定にかかわらず、本市に居住

しているものとみなす。 

(1) 児童福祉法に定める施設 

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に定める特別支援学

校 



 

（届出） 

第８条 手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）は、規則

で定める期間内に前年の所得について市長に届け出なければならない。 

２ 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。 

(1) 受給資格が消滅したとき。 

(2) 受給者の住所、氏名又は手当の振込口座に変更が生じたとき。 

(3) 第３条に定める支給要件に該当する児童に変動を生じたとき。 

３ 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規

定による届出義務者（以下「届出義務者」という。）は、その旨を市長

に届け出なければならない。 

（支給の制限） 

第９条 市長は、受給者が前条第１項の規定による届出をしないときは、

８月分以降の手当の支給を差し止めることができる。この場合において、

当該届出を２年間しないときは、受給資格の認定を取り消すことができ

る。 

２ 受給者が正当な理由がなく前条第２項の規定による届出をしないとき、

又は届出義務者が正当な理由がなく同条第３項の規定による届出をしな

いときは、当該事由が発生した後の手当の支給を差し止めることができ

る。 

３ 手当は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、そ

の額の全部又は一部を支給しないことができる。 

(1) 当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。 

(2) 正当な理由がなく次条の規定による命令に従わず、又は同条の規定

による当該職員の質問に応じなかつたとき。 

（調査） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受

給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類を提

出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格



 

者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。 

（不正利得の返還） 

第１１条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるとき

は、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返

還させることができる。 

（委任） 

第１２条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に手当の受給資格に該当している者が、昭和

５２年５月３１日までの間に第４条の規定による認定の申請をしたとき

は、その者に対する手当の支給は、第６条第１項の規定にかかわらず、

同年４月分から支給する。 

附 則（昭和５５年条例第２８号） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年条例第４１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年条例第１０号） 

１ この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の小牧市遺児手当支給条例第３条の規

定による遺児手当の支給要件に該当していない者であつて、改正後の小

牧市遺児手当支給条例（以下「改正後の条例」という。）第３条の規定

による遺児手当の支給要件に該当するものが、この条例の施行の日から

昭和５９年５月３１日までの間に改正後の条例第４条の規定による認定

の申請をしたときは、その者に対する遺児手当は、同年４月分から支給

する。 

３ 改正後の条例第３条の規定は、昭和５９年４月以降の月分の遺児手当

の支給要件について適用し、同年３月以前の月分の遺児手当の支給要件

については、なお従前の例による。 



 

附 則（昭和６０年条例第２８号） 

この条例は、昭和６０年８月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年条例第１７号） 

１ この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の小牧市遺児手当支給条例第５条の規定は、昭和６２年４月以

降の月分の遺児手当の手当額について適用し、同年３月以前の月分の遺

児手当の手当額については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年条例第２２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の小牧市遺児手当支給条例（以下「新条例」という。）第３条

第１項第７号の規定は、平成１０年８月以後の月分の遺児手当の支給要

件について適用し、同年７月以前の月分の遺児手当の支給要件について

は、なお従前の例による。 

３ 平成１０年８月１日からこの条例の施行の日の前日までの間において、

改正前の小牧市遺児手当支給条例（以下「旧条例」という。）第３条の

規定による遺児手当の支給要件に該当していない者であって、新条例第

３条の規定による遺児手当の支給要件に該当するものが、この条例の施

行の日から平成１０年１０月３０日までの間に新条例第４条の規定によ

る認定の申請をしたときは、その者に対して支給されるべき同年８月以

後の月分の遺児手当（旧条例の規定により支給されるべきものを除く。）

を支給する。 

附 則（平成１１年条例第５号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第８号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条第３項第２号の改



 

正規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１２号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１９号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条第３項第２号の改

正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


